
        社会福祉法人 糸島市社会福祉協議会 

       ワーク＆ライフバランス実現 行動計画 

  

本会職員が自身の持つ能力を充分に発揮し、仕事と生活の調和を図り働きや

すい雇用環境の整備を行うため、次のような行動計画を策定する。 

 

１．計画期間  令和２年４月１日～令和７年３月３１日までの５年間 

 

２．内  容 

 

目標１：時間外労働の上限規制を厳守するとともに、時間外労働時間を一人 

平均月１０時間以内にする。 

〈対策〉 

 ●令和２年６月～取り組みの現状と課題の確認 

 ●令和２年１０月～各部門の主任・管理者研修の実施と課題の共有 

 ●令和３年４月～時間外労働の現状を踏まえた業務推進体制の見直し 

 

 

目標２：年次有給休暇最低６日間の取得を１００％とし、年次有給休暇の平均

取得率を７０％以上にする。 

〈対策〉 

 ●令和２年６月～取り組みの現状と課題の確認 

 ●令和２年１０月～各部門の主任・管理者研修の実施と課題の共有 

  各部門の有給休暇取得状況を踏まえた取り組みの推進 

 

 


